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午後 3時 00分  開会

○下河辺委員長 それでは、定刻 とな りましたので、本 日の会議を始めたいと思います。

本 日もまた年度末の大変お忙 しいところ、御出席いただきましてありがとうございまし

た。ただいまょり、第 13回 「原子力損害賠償支援機構運営委員会」を開催いたします。

本日は、■■■■、■■■■が御所用のため御欠席でございます。

また、|■■■■は遅れて御出席の予定でござぃますので、よろしく御了承をお願いいた

します8                    ‐

まず初めに、総合特別事業計画 (案)について、意見交換をさせていただきたいと思い

ます6

前回まででかなり詳細に御議論をいただきましたので、事務局において、前回までにち

ょうだいをいたしました御議論の問題点等について、最大限踏まえた修正案を用意してお

ります。机上配付で、本日付の 15時 と入れております (案)で ご.ざ―いますけれども、この

内容について、これから

ます。       .
とりあえず、そういう

らヽ、変更点を中心に御説明をいただきたいと思いし

し

お手元

ことでお進めください。

に 「総合特別事業計画」の本体があるか と思 います。今 日は、変

更点がわかるように、変更部分について色を付けてお りますので、|それを拾いながら御説

明をさせていただきます:          ‐

変更の内容は、前回の委員会での委員の御指摘を踏まえたものと、東京電力の方 と調整

をしてお りますので、東京電力 との関係で変更 しているものがございます。

それでは、|ま ず、.5ページロのところですが、特に冒頭の文章はまだ反映できていませ

ん。これは委員長の方からも、|お詫びとい うか、言葉遣いとい うか、東電も当事者 として

この文章のクレジットになるので、そ ういつたお詫びみたいな言葉を入れた方がいいので

はないかとい う御指摘をいただぃてお りますので、そ うぃ う日でここら辺 りは見直 してみ

たいと思うてお ります。      | ‐           1   ‐

7ページの上のところに赤い 6、 7行があるかと思います。これは先 日、一言触れまし

たが、例の柏崎原発のス トレステス
`卜

の関係で、数多くの誤記載が認められたとい うこと

で、これはケアレスミスの部分が多かつたということでございますので、これについては

反省 と今後 しつか りとやつていくとい うことは書かざるを得ないかということで、東京電

力とも調整をいたしまして、この文章を入れさせていただいてお ります。 こうした事態が

あってはならないとい うことで、今回のことについて深 く反省 して、きちんと社内の認識

の統一等を徹底 していくといつたようなことをここで書かさせていただいてお ります。

8、 9ページ辺 りは、委員の方、東京電力からの文言の修正が中心で(大 きく内容を変

更するものではございません。                     ｀

10ページもそ うでございます。

Hページロの一番上の②の部分です。ここは先 日、■■■■あ方から御指摘をいただき



ました。 ビジネスモデルを大きく変えるということを断定的に書 くのはどうかとい う御指

摘かと思いますけれ ども、その御趣旨を踏まえまして、「ビジネスモデルを」とい うところ

をとつた格好で客観的に実現 してきたと。その後、事故の発生によつて財務体力、資金調

達力を失つたために、今までのや り方を進めていくとい うことは極めて困難な状態になつ

ているとい うこと。   '
それから、電源構成が変わらぎるを得ない状況で、構造的な部分も含めて対策を講 じて

いかなければいかないとい うことを余 り仰々しくない形で書くとい う趣旨で変えさせてい

ただいてお ります。

同じページの真ん中辺 りでございますけれども、決めつけの格好にならないような形で、

生かすことを検討すべきであるという格好で書かせていただいてお ります。

12ページロの前半部分は、東京電力だと思いますけれ ども、文言の修正でございます。

12ページの下の④意識改革 とありますが、ここの部分で、まず 12ページの一番下の部

分は 「情報閉鎖性」といつたちょつとわか りにくい言葉を使つていましたので、わかりや

すい「透明性の不十分さやコス ト意識、競争意識の希薄性 といつた問題点」とい うように、

少 し言葉を変更 してお ります。

13ページロの色の付いた部分が、先 日委員会で御議論をいただきました、要は人材の問

題、士気の問題を意識改革のこの部分に入れ させていただいてお ります。

この前のところまでは、さまざまな指摘をされている東京電力をめぐる課題 とい うか、

問題点についてきちんと改めていかなければならないとい うところが黒のところまでです

けれども、その後に続 く形で、賠償、廃止措置、電力の安定供給という重要な責務を担う

ていく上で、一人ひとりの東電の社員が将来の目指すべき方向性を共有 し、士気を高めて

いくとともに、技術やノウハウを磨き上げ、人材の質を維持、向上させていくことが何よ

りも重要であるとい うこと。

将来に展望を持てない状況が長期間続いた場合は、人材の散逸が強く懸念され、それに

よって安定供給が損なわれることになれば、国の損失につながるということで、東電と機

構は人材の確保に万全を期 しながら、本計画の遂行を図つていくということを明記 して、

そ うい う認識の下で東電の社員一人ひとりについては、次のページにある、新 しい東電の

姿を共有 して、その実現に向けて意識改革を実行 していくとい う形で、先 日の議論を踏ま

えた内容をここに書かせていただいてお ります。

14、 15ページロは、字句の修正でございますので、大きな内容の変更というわけではご

ざいません。

16ページロも、字句の修正でございます。

17ページロは、下のところは制度改革についての要請の部分で、「東京電力としては」

というのもなかなか難 しいところもあるとい うことで 「機構 としては」とい う形にしてほ

しいということでございましたので、これはそのような形にさせていただいてお ります。

18ページ～25ペ ージまでは、特に変更はございません。
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26ページロは、灰色の部分でございますけれども、これは事実関係を正確に記載するよ

うにとい う修正でございます。内容面での大きな変更はございません:

28ページ～46ページは賠償になります。ここは後ほど、奈須野の方から補足説明をして

もらいますので、飛ばさせていただきます。

47ページロ以降が事業運営ということで、まず合理化でございます。47～49ページの合

理化のと●|ぅ も,細 かい字句修正がございますが、大きな変更はございません。
52パージ、53ページは、正確な記述にするとい うことで、下の部分に緑色で注が入つて

いるかと思いますけれ ども、52ページの注は、寄附金を廃止するとい う部分についての脚

注とい うことで、いわゆる寄附というものはやめることになるわけですが、会計上の整理

として寄附金に当たってしま うものが若干残るとい うことで、そこは正確を期すために、

こういつたものがあるとい うことをはっきり書いておこうという趣旨でございます。

53ページロが同様に正確を期す とい うことで、事業団体費について、これは相手もある

話でございますので、一部は 5月 あるいは 6月 にならないと額が固まらないとい う部分も

あるので、そ うい うことも含めて明記をさせていただいてお りまする

54ぺ‐ジも同じような趣旨で、研究費についての注釈をつけさせていただいてお ります。

その後、またしばらく細かい字句修正が中心にな ります。

67ページも、基本的に字句の修正でございます。

69ページロ以降が、いわゅる事業の改革でござぃます。先ほど触れましたように、ビジ^

ネスモデル とい う言葉を余 り不必要なところで書くのは、かえつて事業改革といったよう

な形で、大きく何かを転換するとい うところの トーンを抑えた格好にさせていただいてお

ります。      |              ‐ ■ ■|‐

70ベージロは、下に注がございます。電源構成の見通 しについては、収支計画、経営合

理化策の前提 として策定 したものと書いていますが、今後、エネルギニ政策の見直 し等に

より変更される可能性があるとい う格好で、1今まさにここの部分は別途政府の方でもさま

ざまな議論がなされているので、念のためにこうい う注記を付けておきたいとい うことで

ございます。

74ページロ、下の方をごらん しヽただいて、1先 日、■■■■から御指摘があらました「ア

ンシラリーサービス」 とい う言葉については注を付けた方がいいのではない.か とい うこと

でございますので、下の方に注を付けさせていただいてお ります。

76～ 78ページは、大きく変更はございません。

79ペァジロ以降は、意識改革及び組織の改革でございます。

80ページの一番上は、東京電力等の関係でございますけれ ども、執行役の任免 とい う

「免」とい うことまでは書かなくてもいいのではないかとい う議論もあつて、一応 こうい

う形の文章になってお ります。

そのページの 2つ は、字句の修正でございます。

81ページロがいわゅる組織の関係でございますが、■■■■の方から、ちょつとわかり



づ らい とい うことで、何か絵を入れた方がいいのではないか とい う御指摘がございま した。

今、ここはガバナンスについても含め、会社の方 とも調整をしているので、今の時点で絵

は入れ られていないのですが、少なくとも日本語の方はわか りやす く何をカンパニーに移

行するのか、内容は変えてお りませんけれ ども、それぞれ何をするのかとい うことをわか

りやす く組み替えた形にさせていただいてお ります。

81ページロめ半分よりやや下の赤 くなっているところで、これ も先 日、■■■■からね

指摘があ りました。外部人材については、内部にとどまらず広 く適材 を求め、適所に配置

することを視野に入れ るとい う形にさせていただいてお ります。

83ページロ以降は、後ほどまとめてもう一回確認をいた しますけれ ども、83ページの金

融機関 との関係は、これか ら金融機関 とこの文言の調整を行 う必要がございますので、そ

の関係で修正が入る可能性があるとい うことで、今の時点ではペ ンデ ィングでございます。

84ページの上半分の出資の ところ、下の株主への協力要請 も同様に調整中の部分がござ

いますので、ペンディングとさせていただいてお ります。

85ページ以降は需給の問題。

86ページが料金の問題でございますが、86ページの下の料金の引上げ幅についての部

分で赤 くなつているところがあると思います。 これは計画が認定をされてから、実際に料

金の申請を出すのに若干のタイムラグがあつて、これは料金認可申請のルール上、最新の

統計値 を踏まえたものにしなければいけないとい うこともあるようなので、そこは正確 を

期すために統計値の発表等の事情変更によつて、料金申請までに数値の変更があ り得ると

い うことを書かせていただいてお ります。

87ページ自は、先 日、■■■|か ら御指摘がございました個別の原価に入る前に料金が

どうなるか とい う結論を先に書 くべきだとい うことでございま したので、そ うい う趣 旨で

場所を移 してお ります。

ここのところは、お手元に料金改定の御説明資料 とい うパ ワーポイン トがございますで

しょうか。

先 日紹介 しましたが、まだ書き方を調整 していると御説明 したか と思いますけれ ども、

料金改定の説明の仕方について、その後、■■■■、■■■■ にもァ ドバイスをいただき

なが ら、東京電力 とも調整をして、こうい う形で説明をしてはどうかとい うことであ りま

す。

パ ワーポイン トの 1ページロをごらんいただければと思います。

前回は、原価についての前回の改定時か らの変更 と、今後の収支 との関係 とい うものが

ごっちゃにならていたのですけれ ども、まず、料金改定 とい う意味では、今の収支の関係

で不足額があつて、それについて料金上げをお願い しなければいけないとい う構造でござ

いますので、まずそれをシンプルに 1枚 日で書いてはどうかとい うことで、文章でいいま

す と、上の方のポツに書いていますように、原価については削減を行 うものの(増要因が

あるために総額で 5兆 6,000億 円超 となる見込みだと。これに対 して、当該機関を現行料

ヘ

へ



金のままとした場合の収入の見込みは 4兆 9,000億 円だと。 したがって、この足 らざる部

分の 6,721億 円については、料金の引上げをお願いさせていただきたいとい う趣 旨で、ま

ず収支が足 りていない とい うことを御説明 した上で、それで 2ページロに移つていただい

て、別途、原価について、前回の改定時 と比較 した場合はどうなのか とい うことを次の段

階でお示 しをするとい う格好で、前回 と比較をするのであれば、コス トが 5,600億 円上が

つて、合理化で抑える部分があるので 2,910億 円の原価増になつている。 こうい う流れで

説明を してはどうか と考えてお ります。

また本文の方に戻つていただければ と思います。

今、本文の中も同 じ流れに沿つた形で書かせていただいてお ります。87ページの上の赤

い部分でございます。「その上で」とあるところで、まず原価が どうなるのか。それに対 し

て 「これに対 し」 とあ りますけれ ども、現行料金のままとした場合には収入見込みが数兆

何千億 と。 この結果、足 らぎる部分があるので料金上げをお願い したいとい うことで、具

体的な数値をここで書かせていただいて、別途、前回の料金改定時における原価 と比較 し

た場合 とい うことで、ここでそれを述べて、その上で個別の原価の状況について次ページ

以降で説明 していくとい う格好にさせていただこうと考えてお ります。

以上が 87ページのところでございます。

91ページの上の赤い部分は、真ん中のやや上のところで、「自由化料金の引上額を見直

し」 とい うのは、いわゆる精算す るとい う部分でございますけれ ども、言葉を正確 にす る

とい うことで、自由化料金引上額 との差異については、見直 し後の料金か ら割 り引 くとい

う形で 「割引」 とい う言葉を使わせていただいてお ります。精算 となると、収益認識のと

ころに議論が出て しま うとい う趣 旨でございます。

93ページ～95ページは、基本的には字句の修正でございます。

96ページ、97ページは、従来 と変わつてお りませんが、ここの部分はまだ調整未了でご

ざいますので、ペンデ ィングとさせていただければと思います。

98ページ、99ページは、特に変更はございません。

済みません、駆け足になって しまいま したが、一旦ここで切 らせていただいて、その上

で賠償の話をさせていただきたい と思います。

○下河辺委員長 あ りがとうございま した。

ただいま■■■■か ら内容の説明を受けま した。前回委員会までに、委員の皆様か らち

ょうだいいた しま した御意見を最大限取 り込んだ内容かと思います し、また、■■■■ の

方か らの説明にもあ りましたけれ ども、必要な箇所については、東京電力 との実務 レベル

でのす り合わせ も踏まえて、一部文言等の修正も施 してございます。本 日のこの内容につ

いて、御質問、御意見等をちょうだいいた したいと思いますが、いかがでございま しょう

か。

料金関係について、大分大幅に書きぶ りを含めて書き方を変えてお りますけれども、■

■■|は何かございますでしょうか。



○■■■■ 大変読みやすくなつたと思います。
少 し細かい点を 2点 申し上げます。東電の資料の図ですが、合理化により抑制 した金額

とい うことで 2,785億 と書いてありますが、上の線が細過ぎてその数字が何か ら出てきた

のかわか り難 くなっています。せつか くよくやつたことは濃 く書いた方がいいと思います。

収支不足の数字だけ非常に大きく書いてあ りますが、努力 した点についても大きく書いた

方がよいと思います。

それか ら、本文の 90ページロで、諸条件が変わった場合の収支への影響が記載 されてお

り、非常に示唆にとんだものであると思いますが、その数字の符号はよく見ます と全部プ

ラスですね。原発が稼働すると利益にプラスとか、円高になるとプラスとい うことを意味

していると思いますが、もう少 し丁寧に書いた方がいいと思います。表題 もあ りません し、

いきな り参考 とい う形で出てきま したので、何か題や文章を書いてお くとか、注記で書い

てもいいと思いますが、この表 も結構大事なものであると認識 してお りますので、丁寧に

お願い したい と思つてお ります。

ですが、全般的な書きぶ りについては、私は非常によくなったと思つてお ります。

○下河辺委員長 あ りがとうございま した。

その他の点について、いかがでございま しょうか。

■■■|、 いかがでございますか。
○■■■■  先 日申 し上げた ところを盛 り込んでいただいた と思います。 よろ しいか と思

います。

○下河辺委員長 あ りがとうございます。

料金改定問題 を含めて、松村委員、いかがでございますか。昨 日、お骨折 りいただいた

有識者会議の方は無事に最終版の報告書が提出にな りましたけれ どもね。

○松村委員 大変申 し訳あ りませんが、私、昨 日は欠席 してお りました。

○下河辺委員長 そ うですか。それは別にいた しま して、会議の方は報告書が正式に リリ

ースされま して、料金関係 も大分書きぶ りを含めて変えてあ りますけれ ども、何かお気づ

きの点は特によろしゅうございますか。

○松村委員 あ りません。

○下河辺委員長 わか りま した。

プロパーの運営委員以外に、執行部の方 も御出席いただいてお りますけれ ども、何か今

日のバージ ョンの内容について、御質問な り、御懸念 されるような点は特にございますで

しょうか。

■■■■、特に御発言はございませんか。
oI rr*. 1,f;,/.'rt.

ヘ
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し

し

だ、最終的に総合計画がま とまる

ときに、大臣の ところに西澤社長に来ていただきますが、その際のや りとり、あるいはそ

の後のQ&Aで は、 6月 賞与については支給を見送 ると。その見送つた額に相 当す るもの

は、コス トカッ トでその後、捻出をしていただく。それはプラス αのコス トカ ッ トだとい

うことで、今、組合 と東京電力で調整 していま して、基本的にはその方向でいけると思い

ますので、今の時点では外には申 し上げられないのですが、発表のときにそれを言 うとい

うこととセ ッ トにしたいと思います。

○下河辺委員長 あ りが とうございま した。               、

今の点はよろしゅうございますね。

その他、御発言は特にございませんか。

それでは、賠償関係について、 の方から御説明をいただきましょうか。

ころでございます。私か らは、 28、 29ペー ジの と

今回、この場でお出ししている資料については変更 してお りませんが、 2点 ほど説明 し

たいと思います。

1点 目は、28ページの注の東電タスクフォースのときに行つた要賠償額の試算について

見直しを行つたとい うくだりでございます。ただいま精査中ではございますけれ ども、東

京電カタスクフォース時代は、一過性初年度分として 3兆 6,000億 円プラス 2年 目以降、

毎年 9,000億 円とい う見通 しを見積もりしてお ります。

これに対 して、今回新 しいパラメータを導入 して、再試算 した結果、同じ方式でや りま

すと、 4兆 円プラス毎年 2年 目以降 1兆 円とい う結果になるとい う結論が得られてお りま

す。

ただし一方で、現在、政府は避難区域を 3つ に区分 して、解除準備区域については早期

に解除していく。居住制限区域については 3～ 5年後に解除準備区域に移行するとい うこ

とで、避難の考え方を変えているとい うことでございます。 これを反映 した数値にいたし

ますと、一過性初年度が 3.6兆 円プラス 2年 目以降毎年 4,000億 円とい う結果になるとい

うことでございます。

これを記載するかどうかとい うことなのですけれ ども、現在の政府の方針 とい うのは、

今、申し上げたとお り、避難区域を 3つ に区分 して、その 3つ に応 じた形で解除をしてい

くとい うことをお約束 しているということでございますので、この政府方針が実行 された

場合には、当初見積もつているよりかは、やや要賠償額が減少 していくということについ

ては、世の中に出すことに意義があるのではないかと思つてお ります。

ただ一方で、■■■■が御指摘のように、除染部分については、まだ見通 しがついてい

ないということですので、これについてはきちんと記述をして、この点については誤解が

ないようにしたいと思つてお ります。

また、こういつたことについては、巻末に参考資料できちんと説明 して、読んだ人が何

で数字が変わつてしまったのだろうという疑間を抱かないようにしたいと考えてお ります。



これが 1点 日でございます。

2点 目についてば、賠償の見積 りについて、今回の総合計画で新 しい数字を出すわけで

ございますけれ ども、こちらについては今晩 7～ 9時に賠償審査会が行われま して、この

場で新 しい避難区域の見直 しに伴います精神的損害の賠償であるとか、あるいは財物の賠

償方針であるといつたものが決ま ります。これが決ま り次第、今晩中に数値を再計算 して、

文章の方を直 したい と考えてお りますので、今回は反映 してお りません。週末に急いで修

正 したいと思つてお ります。

以上でございます。

○下河辺委員長 あ りがとうございま した。

ただいまの賠償関係 の説明について、何か御質問、御意見等ございますで しょうか。 よ

ろしゅうございますか。

I.E)?.
○■■■■  一言だ け補足で申 し上げます と、全部 で対象 となる住 民の数 が 16万 7,000

人お られます。

今回、総務省 と内閣官房の被害対策室 とデータを全部突き合わせて、内々に作業をして

いただきま したが、帰宅準備区域にいる方が H万人、長期帰宅困難区域 と居住制限区域に

いる方々、すなわち 20～ 50あ るいは 50ミ リシーベル ト以上のところにいる方が 6万人弱

お られます。そ うすると6万人弱の方は何年経ったら帰れるのか、あるいは帰れないのか。

相当長い期間、先ほど■■■の方か ら、3兆 円+0.4× X年 とい うお話をしましたけれ ども、

このX年が相当長 くなる可能性はあるとい うことですので、今の時点では正確には見通せ

ませんが、もうしばらく経ってこのX年 についての見通 しが立ってくると、全体 として賠

償でどのぐらいか。それプラス除染が どのぐらいか とい うことが、恐 らく 2、 3年後では

ないか と思 うのですけれ ども、大体相場観 として出てきますので、そ うなると今回の機構

法の仕組みの是非 も含めて、本当にどうい うふ うにこの問題に トータル コス トを念頭に置

いて取 り組むのかとい う話は出てこざるを得ないと思つています。

ただ、今回の総合計画では、そこにはまだ至る段階ではないとい う理解でございます。

○下河辺委員長 あ りがとうございま した。

■■■■がお見えになられましたけれども、前回、■■■■にも御意見をちょうだいい
た しま した東京電力の今後の人材問題、13ページのところでごらんいただいたかと思 うの

ですが、赤字のところで若干の分量を補充 させていただいてお ります。 こんなところでよ

ろしゅうございますか。

○|■■■ 問題ございません。
1点気になつたことで、前の方でもいいですか。

○下河辺委員長 どうぞ。

○■■■■  7ページのところは結構細か く書いていますね。 ここまで細かく書 く必要は

あるのかと思つたんだけれ ども、ほかの委員の方の御意見はございましたか。

ヘ

ヘ
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○下河辺委員長 特段なかったのですけれ どもね。

○■■■■ 7ページの柏崎刈羽のデータの話でございますね。
これは、実は東京電力自身も、ほかの電力に比べると 1け た多い数のミスがあって、枝

野大臣も記者会見でこの話に突っ込まれて、若干応対があつたので、む しろはっきり書こ

うとい うことでや りました。

o■■■■ わかりました。では、結構です。            ′   ‐
○下河辺委員長 ほかの電力会社は二十数か所程度のものが、ここではおびただしい数 と

なっていますけれ ども、東京電力のあれについては、240か所近いあれが指摘 されたとい

うことで、これを受けた枝野大臣の記者会見の一番最後のときに記者の方から、特別事業

計画に影響 しますかと聞かれたら、端的に影響すると大臣がお答えになられたと。

○■■■■ 別にいいんですけれ ども、品質保証とい うか、紙の数字だけではなくて、も

っと大事なことはいっぱいあると思 うので、誤記とか字が間違っているということだけが

ヽ   余 り抽象化 されてもいけないと思ったものですからね。

○下河辺委員長 その他、すべて通 じて何か更に御意見ございますでしょうか。

特にないようでございますので、本 日お配 りいたしました、本 日付 15時現在の総合特別

事業計画 (案 )に つきましては、基本的に御出席の委員の皆様方の御了解がいただけたもの

と、委員長 としては理解をさせていただければと思つてお りますけれ ども、よろしゅうご

ざいますか。

(「 はい」と声あり)

○下河辺委員長 先ほど■■■■ の方か らも説明があ りま したけれ ども、当然のことなが

ら、まだペンディングの Pが 付いている部分、更に東京電力との今後のす り合わせ等にお

いて、文言 レベルでの修正等が起きてくるかと思いますけれ ども、そこら辺の取扱いにつ

いてはt必要に応 じて委員長の方に御=任をいただければと思います。

また、来週予定されてお ります委員会においても、最大限保留をいたしました内容につ

、. いては、この委員会でお諮 りをさせていただきたいと思います。

ということで、御確認をいただければと思いますが、よろしゅうございますか。

(「 はい」と声あり)

○下河辺委員長 ありがとうございます。

本 国、御欠席のお二人の委員については、今 日の模様について事務局の方から御説明を

させていただきまして、御意見等はきちっと承 りたいと思ってお りますので、御了解をく

ださい。

それでは、次の議題に移 ります。財務 。法務 DD、 株式の商品設計関係について御報告を

いただくということでございます。

本総合特別事業計画の策定に当たって実施 しました、財務。法務のデューデ リジェンス、

これは例の経営 。財務調査委員会における 3分野の DDを 引き継いで、当機構における DD

も実施 してきたことになるわけですけれ ども、その結果、並びに今後当機構が行 うことに



な ります出資の際の東京電力 に対す る株式の商品設計について、担 当 してお ります事務局

よ り報告 を させ ていただきます。

それでは、担 当の        、必要 に応 じて         、■■■■ よ り

御報告 をお願 いいた します。

それでは、■■■■、お願いいたします。
○





私からの御報告は、以上にな ります。

○下河辺委員長 あ りがとうございま した。

―
、区切 りますか。

法務まで。

それでは、法務DD関係について、■■■■からお願いいたします。
それでは、法務チームの■■■■か ら法務 DDに 関 して説明 させていただ

きたいと思います。

○下河辺委員長

14
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ここで報告すべきは以上だ と

思つてお ります。

○下河辺委員長 あ りがとうございま した。

それでは、財務 DDと 法務 DDに ついて報告をいただきま したけれ ども、ただいまの報告

内容について御質問等がございますで しょうか。財務関係について、■■■■、何かござ

いますか。

○■■■■  あ りが とうございま した。

16



○下河辺委員長

o―  と

○下河辺委員長

その他の点、■■■■、何かございますか。
りあえず、大丈夫です。

その他、財務に限 らず法務を含めて何か御質問はございますで しょうか。



o■■■■  どうもありがとうございました。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

その他、何か御質問はございますでしょうか。よろしゅうございますか。

どうぞ。

○■■■■ それでは、後でお願いいたします。
○       済みません、ありがとぅございます。お伺いしたいと思います。

○下河辺委員長 ありがとうございます。

それでは、また後ほど必要があれば説明をさせますが、財務とDD関係につきましては、

18



よろしゅうございますか。

続きま して、株式の商品設計関係について、これは■■■■からお願いいた します。資

料は 6と い うことでお配 りしてございますので、よろしくお願いいた します。

○
―

でございます。よろしくお願いいたします。





ワ
０



申 し訳 ございません、冗長にな りま したけれ

○下河辺委員長 あ りがとうございま した。

ただいまの商品設計関係についての御説明で、

ま何かございますか。

ども、私からの説明は以上でございます。

何かコメン ト等はございますでしょうか。

９
“

，
“



○下河辺委員長 貴重な御意見ありがとうございました。

特に今?点につしヽて、|■■■から|'あ場で、何か特にお話しすることはございますか。
○
―

○下河辺委員長 ‐ありがとうございました。

今、検討しておりますこの絵姿について、|■■■、何がお考えはございますでしょう
か 。

○
―

○
―

○
―

○
―

○
―

o―  ‐

○
―
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○
―

o目
○下河辺委員

○
―

○下河辺委員長 あ りがとうございま した。

それでは、この商品設計関係について、その他、御質問がなければ以上にいた したい と

思います。

その他、特になければ本 日予定 してお りま した議事は以上でございますが、何かこの間

の月末に向けての全体的な状況 とかもろもろのことについて、■■■■の方か らお話 しい

ただくようなことが特にあれば承つておきます。

○■■■■  今 日は、実は官房長官に全体のスケジュールのお話をいた しま した。それで、

基本は来週の 3月 23日 に議決をいただいて、3月 29日 に大臣の認定をいただ くとい うプ

ランで考えているとい うお話 もいた しました。

ただ、もろもろの事情、それはこの総合計画を取 り巻 く事情のみならず、もろもろのい

ろんな法案の状況 とかそ うい うものも考えると、 1週間ぐらいは懐を持っておいた方がい

24



し

ヽ

いのではないかとい うふ うに言われてお りまして、 したがってプランBと して、大臣認定

は 4月 にずれ込む可能性もあるということを念頭に所要の調整を内々にいたします。

ただ、あくまでも基本は 3月 中に全部終えるとい うことなのですが、場合によってはそ

ういうことになる可能性もあるということはお含みおきいただきたいと思います。

○下河辺委員長 ありがとうございます。                  ■■

特に何か、今のお話の内容についてお尋ね したいようなことはございますか。大分高度

な話のようではございますけれ ども、よろしゅうございますか。         |
それでは、あと特別、総合特別事業計画の中で大きく穴があいている点についても今後

残された時間の中で。

I.Ei?"
いつものよ うに、 1点説明を忘れて しまった ものがあ りま して、大分 レ

ベルが違いますけれ ども、お手元に 1枚、総合特別事業計画に関連す る参考資料 とい う 1

枚紙がございますで しょうか。

委員会の議決 をいただ くもの 自体は先ほ ど冒頭 に御議論いただいた計画その ものなの

ですけれ ども、いろんな経緯 もございます し、検討 中でございますが、恐 らくプ レスなど

にお配 りするものは計画に加 えて参考資料 も付けようとい うことを考えてお りま して、そ

ういつたもので、まだ出 し時期は検討中でございますが、参考資料 としてこういつたもの

を考えているとい う御報告でございます。

そもそも、機構がどうい う業務、どうい う設立経緯だつたのか。

それか ら、 5番、 6番 にあるように、運営委員会の開催の経緯であつた り、経営改革委

員会の開催の経緯、これまでの緊急計画で どういつた計画をしていたのか。

それか ら、廃炉のいわゆるスケジュールの参考資料、賠償の関係の資料、合理化の関係

のポンチ絵のようなものも含めた参考資料。

裏面にな りますけれ ども、事業改革の関係での関連する資料、需給の関連資料、料金の

関係の有識者会議の概要等について、こういつたものを中心にまた出 し入れ しようとは思

いますが、参考資料 として外にも出 してい くとい うことを考えてお りますので、念のため

の御報告でございます。

以上でござぃます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

話 しかけの途中で切れてしまいましたけれ ども、総合特別事業計画の中で大きく穴があ

いている点がございますが、これについては今後ぎりぎりの段階でまた高度な判断に基づ

いた報告がなされると思いますので、その点については御了解をいただきたいと思つてお

ります。

その他、特になければ本 日の議事は以上でございます。今 日も議事録を作成いたします

が、事務局で作成をいたしました後に確認をさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。



プレスの取材 も大分 ヒー トア ップ しているようでございますけれ ども、本 日も一応、プ

レス対応 とい うものは予定 してお りませんので、必要があれ

低限の対応 は させ ていただ くことにな るか と思います。

と私の方で最

次国の運営委員会は、来週の金曜 日 16時か らとい うことでございます。先ほど■■■

■■■からお話がありましたとお り、最終的な日程については一部ぎりぎりの段階で変動

する予定がありますけれども、一応お含みおきくださぃ。

それでは、以上でございます。                       .
どうも長時間ありがとうございました。

午後 4時 30分 開会

ヘ

ヘ
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